
つわぶき児童発達支援センターやましろ 安全計画 
令和 7 年 4 月 1 日 

◎安全点検（つわぶきこども園やましろと合同で実施） 

（１）施設・設備・園外環境（散歩コースや緊急避難先等）の安全点検 

※公園等散歩先や緊急避難先の名称が記載されているものは該当所在地の危険個所マップの見直しを行う 

 

 

（２）マニュアルの策定・共有 

分野 策定時期 
見直し（再点検） 

予定時期 
掲示・管理場所 

□虐待発生時 令和 7 年 4 月 1 日 令和 8 年 3 月 職員室、保育室 

□身体拘束廃止 令和 3 年 4 月 1 日 未定 職員室、保育室 

□救急 令和 7 年 4 月 1 日 令和 8 年 3 月 職員室、保育室 

□病気、事故 令和 7 年 4 月 1 日 令和 8 年 3 月 職員室、保育室 

□水遊び 令和 7 年 4 月 1 日 令和 8 年 3 月 職員室、保育室 

□児童行方不明 令和 7 年 4 月 1 日 令和 8 年 3 月 職員室、保育室 

□食物アレルギー 令和 7 年 4 月 1 日 令和 8 年 3 月 職員室、保育室 

□火災 令和 7 年 4 月 1 日 令和 8 年 3 月 職員室、保育室 

□原子力災害 令和 7 年 4 月 1 日 令和 8 年 3 月 職員室、保育室 

□不審者対応 令和 7 年 4 月 1 日 令和 8 年 3 月 職員室、保育室 

□嘔吐処理 令和 3 年 4 月 1 日 未定 職員室、保育室 

□送迎 令和 7 年 4 月 1 日 令和 8 年 3 月 職員室、送迎車 

 

  

月 4 月 5 月 6 月 7 月 

重点

点検 

箇所 

・施設内点検 

・いきいきプラザ島根散

歩ルート 

・クラス別安全チェック 

・施設内点検 

・クラス別安全チェック 

・施設内点検 

・クラス別安全チェック 

・施設内点検 

・クラス別安全チェック 

月 8 月 9 月 10 月 11 月 

重点

点検 

箇所 

・施設内点検 

・クラス別安全チェック 

・施設内点検 

・消防用設備点検 

・クラス別安全チェック 

・施設内点検 

・クラス別安全チェック 

・施設内点検 

・クラス別安全チェック 

月 12 月 1 月 2 月 3 月 

重点

点検 

箇所 

・施設内点検 

・クラス別安全チェック 

・施設内点検 

・クラス別安全チェック 

・施設内点検 

・クラス別安全チェック 

・施設内点検 

・消防用設備点検 

・クラス別安全チェック 



◎利用児に対する安全指導等 

（１）利用児への安全指導（安全、災害や事故発生時の対応、交通安全等） 

 

（２）保護者への説明・共有 

4～6 月 7～9 月 

・こどもの事故防止対策についておたより発行 

・安全計画を玄関に掲示 

・熱中症予防についておたより発行 

・安全計画を玄関に掲示 

10～12 月 1～3 月 

・こどもの事故防止対策についておたより発行 

・安全計画を玄関に掲示 

・こどもの事故防止対策についておたより発行 

・安全計画を玄関に掲示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4～6 月 7～9 月 

・散歩など戸外活動時の道路の歩き方、渡り方や公

園等現地での遊び方を知らせる 

・体調の変化やケガをしたらすぐに大人に伝えるよ

う日頃から知らせる 

・消防車の見学 

・事業所内の危険な場所を知らせる（階段や扉等） 

・保育室内から飛び出さない、事業所内では走らな

い等、遊びの時間でも配慮が必要なことを知らせ

る 

10～12 月 1～3 月 

・保健衛生マニュアルを活用し、手洗いや歯みがき

の大切さ等を知らせる 

・年⾧児を対象に、松江警察署・古志原交番のご協

力のもと、交通安全教室を開催する（つわぶきこ

ども園やましろと合同） 



◎訓練・研修（つわぶきこども園やましろと合同で実施） 

（１）訓練のテーマ・取組 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 

避難訓練

等 

※1 

・出火想定；指定避難

場所まで二次避難 

・総合訓練（避難・消

火・通報） 

・土砂災害時の避難確

保計画に基づく訓練 

・地震想定；頭部を守

り避難 

・出火も想定 

その他 

※2 

・災害時備蓄品の確認 

・安全計画の職員周知 

・消防署に依頼、指導

を受ける 

  

月 8 月 9 月 10 月 11 月 

避難訓練

等 

・出火想定；少人数で

の対応 

・出火想定 ・散歩時に不審者遭遇

想定 

・原子力災害想定；情

報伝達、保護者への

引き取り要請 

その他  ・防災設備点検 ・防災物品の確認（災

害時、散歩時の持ち

出しバック中身につ

いて職員同士で精査

する） 

・県、市の訓練に合わ

せて行う 

月 12月 1 月 2 月 3 月 

避難訓練

等 

・出火想定、放送設備

や階段が使えない状

況 

・不審者侵入想定 ・出火想定；少人数で

の対応 

・出火想定、出火場所

が不明の状況 

その他  ・警察署に依頼、指導

を受ける 

 ・防災設備点検 

・次年度の安全計画を

策定 

※1 「避難訓練等」…認可外保育施設指導監督基準第３の１（２）の規定に基づき定期的に実施する避難及び

消火に対する訓練 

※2 「その他」…「避難訓練等」以外の119 番通報、救急対応（心肺蘇生法、気道内異物除去、AED の使用

等）、不審者対応、バスにおける見落とし防止等 

 

（２）職員への研修・講習 

4～7 月 

・安全計画の周知、研修（事業所内） 

・園児の見落とし等の発生防止について（事業所内） 

・AED 使用、心肺蘇生講習（日本光電） 

8～12 月 ・誤嚥／誤飲の対応（事業所内） 

1～3 月 
・安全管理研修（松江市こども政策課） 

・事故の発生状況について年次報告として取りまとめ、共有する（事業所内） 

 



（４）行政等が実施する訓練・講習スケジュール ※所属する自治体・関係団体等が実施する各種訓練・講習スケ

ジュールについて参加目途にかかわらずメモする 

 

◎再発防止策の徹底 

 

◎その他の安全確保に向けた取組 

・安全管理研修（松江市こども政策課） 

・原子力防災訓練（松江市防災部原子力安全対策課） 

・過去の事故事例や「ヒヤリ・ハット」した事象に小さくても目を向け、その都度、原因や経過等を分

析、精査して事故防止策を講じていく「ヒヤリハット」した事例については報告書に記入し、危機管理

の流れに従い、リスクの把握からリスクの再評価までを行う。 

・報告された事案について職員会議で共有、分析、今後の防止策について話し合う 

・警察や消防等、地域の関係者と連携し研修や講習をしていただく。 


